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 「香取市まちづくり条例（案）」について実施したパブリックコメントの結果につ

いて、次のとおり報告いたします。 

 

 

１．意見募集の結果概要 

意見の募集期間 平成２２年１２月１５日～平成２３年１月１７日 

意見の提出件数 
提出者数：  ２名 

意見件数： １６件 

意見への対応等 意見を参考に案を修正したもの： ０件 

 

 

２．意見募集の結果概要 

№ 意見の内容（主旨） 意見に対する市の考え方 
修正
有無 

１ 

「市民協働によるまちづくり」の

基本的な精神等を謳った市民協働

指針「かとりの風」により、「どん

な地域を目指すのか」や「私たちの

申し合わせ」を市で取り組んだ結果

として、各地域がどのような状況に

なったのか検証し、公表してはどう

でしょうか。 

市民協働指針「かとりの風」は、

総合計画の基本理念である「市民協

働による暮らしやすく人が集うまち

づくり」を進めるための、市民協働

の考え方や行動規範などを示したも

ので、平成２０年度に策定したもの

です。 

本条例は、この市民協働指針の考

え方をもとに、指針の策定に引き続

き「市民協働によるまちづくり」を

実践していくための仕組みとして、

策定を進めてきたものです。 

現在は市民協働指針「かとりの風」

の取組が始まったばかりであり、ご

指摘の検証については、本条例の実

践による実証を通じて、一定の期間

をおいた後に検証されるものと考え

ます。 

 

無 

２ 

「まちづくり条例」の「まちづく

り」から受けるイメージは、一つに

は再開発や区画整理などの物的環

境の整備がある。今回の条例は、内

容的には地域住民の考え方、活動等

を主としたものであり、名称を「ま

ご指摘のとおり「まちづくり」に

は物的環境整備といったハード面の

イメージもありますが、住民が「互

いに助け合い暮らしやすい豊かな地

域をつくっていく」といった地域住

民の生活環境の向上や、地域の活性

無 



ちづくり条例」とするよりも「市民

協働地域条例」としたほうが市民に

受け入れられるのではないか。 

化のための活動などのソフト面を指

して称する例も多くあります。 

｢まちづくり｣は住民の参加（参画）

の差こそあれ、市民協働なしにはあ

りえないとも言われており、「まちづ

くり」は市民協働によって取り組む

ことが前提となりますので、あえて

｢市民協働の｣と言わず「まちづくり

条例」としています。 

 

３ 

地域課題があるにもかかわらず、

地域の合意が得られないなどの理

由で住民自治協議会が設置できな

い地域は、解決に向けた活動に取り

組むことができない。このような場

合、市はどのような対応を図るの

か。 

この制度により「市民活動支援セ

ンター」を新たに設置します。市民

活動支援センターは、住民自治協議

会の設立に向けた協議の場である検

討会や設立準備会などを積極的に開

催していきます。制度の意義や住民

自治協議会の必要性についての共通

理解、合意形成が図られるよう積極

的に話し合いを進めていきます。 

 

無 

４ 

６条で規定する住民自治協議会

の登録要件の７項目の活動内容は、

市が「市民のために考える項目」で

あり、市の各課が管理したり相談を

受けているものだと思うが、あらゆ

る部門にわたるため、地区担当職員

にはかなりの負担になるのではな

いか。また、地区担当職員は財政的

な獲得もできる職員なのか。 

７項目の活動内容については、同

様の取組をしている他の自治体にお

ける住民活動の例を参考に、想定さ

れる活動を整理したもので、各活動

主体等が連携協力し活動することで

地域課題の解決が図れるものとして

考えています。 

ご指摘のとおり、７項目は市の業

務との関係でいえばあらゆる部門に

わたりますが、地区担当職員はチー

ム制をとることによって、それぞれ

の知識や経験等を生かして、対応す

ることができると考えますし、地区

担当職員で対応が難しいものについ

ては、関連する部署と連絡調整を図

りながら、対応していくことになり

ます。 

財政的な支援である補助金につい

ては住民自治協議会ごとに上限が設

定され、活動経費に応じた補助金額

を交付する制度となっています。 

 

無 

５ 

説明時に「住民自治協議会が順調

に活動するようになれば、支援セン

ターは解消する」というような発言

があったが、市民活動を積極的に推

進するのであれば、「市民活動推進

課」が新設された経緯等から、各部

住民自治協議会への支援について

は、市民活動推進課内に佐原、小見

川、山田、栗源の４箇所の「市民活

動支援センター」を新設することで、

「市民協働によるまちづくり」の積

極的な推進を図ります。 

無 



の市民活動に係わる項目を整理集

約して、より強力な課として対応す

るほうが将来的にも、地域の為にも

良いと思う。 

市民活動支援センターの体制につ

いては、住民自治協議会が、順調に

活動するようになることによる業務

量の変化に応じて、人員配置も異な

ってくると考えています。 

 

６ 

１２条の地区担当職員制度の解説

を読むと、「行政とのつなぎ役」と

なっているが、地区担当職員は他に

担当する業務があり、住民自治協議

会の支援は片手間なものなのか。地

区担当職員の役割を明確にし、地域

と対等な立場で市の考えを言える

ようにしてはどうか。 

「市民活動支援センター」の４箇

所には専任の職員を配置しますが、

「地区担当職員」は住民自治協議会

ごとに、本来業務を行いながら兼務

で行います。 

これは、なるべく多くの職員がこ

の制度にかかわることで、全庁的な

「市民協働」の取組を促進したいと

の考えから、兼務としました。 

地区担当職員は住民自治協議会と

対等な立場で、パートナー、あるい

は相談役として、活動の際の関係部

署との連絡調整や、協議の場での相

談や助言、情報提供などを行います。 

 

無 

７ 

１３条の「市民協働専門家委員

会」の委員には、自分たちの地域の

ことが分かっている人を選定して

はどうか。外部の人を委員に選定す

る場合は手当無しのボランティア

で設置することを要望する。副市長

を委員長とし各部長を委員とする

委員会でいいと思う。 

「市民協働によるまちづくり」が

効果的に行われるような助言等をい

ただくため、市民協働に関連する法

律の専門家や十分な知識を持った研

究者、まちづくりプランナーなどの

中から構成したいと考えています

が、具体的にはこれから検討を進め

ていきます。 

なお、外部の委員については、「香

取市特別職の職員の給与並びに旅費

及び費用弁償に関する条例」に基づ

き、報酬を支払うべきと考えます。 

 

無 

８ 

市民の代表として議員が選ばれ

ているが、このような市民協働活動

において議員がどのような役割を

担うのかが記されていない。市民協

働指針「かとりの風」では、「私た

ちの申し合わせ（協働の原則）」の

「私たち」に議会を含めている。佐

原区、小見川区、山田区、栗源区の

地域を代表している方が選ばれて

いると思われる議員の方々の役割

を入れたほうが、より議員の方々が

身近に地域の活動に参画できるの

ではないか。議員の方々の役割を検

討してほしい。 

他市では、自治基本条例として、

市、住民、議会、議員などについて

の役割や責務などを規定している例

もありますが、本条例では「まちづ

くり」を実践していくことに重点を

置いた、「住民自治協議会」とその活

動を中心に規定したものですので、

住民や市の責務といったものや議員

の役割等については規定していませ

ん。 

無 



９ 

町内会や子供会、消防団、社会福

祉協議会等々が地域で活動するに

は、かなりの活動費がかかる。市は

住民自治協議会の活動に対する財

政的支援によってどの程度の効果

を期待しているのか。 

また、この活動は地域が満足すれ

ばよいのか。 

地域の活動のレベルをどの程度

と考えているのか。 

多様化する地域課題に対して各活

動主体等が連携協力し、自分たちの

地域を良くしようと話し合い、活動

することが重要と考えています。 

制度設計の際に参考とした先進地

では、あまり費用をかけずにいろい

ろな活動を行っている事例などもあ

ります。活動方法などの工夫によっ

て、より効果的な活動を展開してい

くことが期待されます。 

市民活動支援センターと地区担当

職員は、情報交換をし、先進事例や

他の住民自治協議会の良い点を担当

する住民自治協議会に反映させるよ

うに努めていきます。また、市民協

働専門家委員会では、活動に関する

専門的な立場からの助言を行いま

す。このような制度によって、市内

全体が良くなることを期待していま

す。 

 

無 

10 

条例第３条（基本理念）第４条（市

民協働の原則）について、市役所全

体としてどのように具体化してい

くのか。ハンドブックの作成のみな

らず悉皆研修や住民と同じ場にお

ける研修活動（民間主催行事への職

員の積極的参加など）の意識向上へ

の取組が期待されます。 

「市民協働によるまちづくり」を

推進する上で、市職員の意識向上が

重要であると考えています。 

本年度はその第一歩として、全職

員を対象とした、制度への理解を深

めるための研修会等を開催していま

す。 

今後も継続して浸透を図り、意識

向上に努めます。 

 

無 

11 

住民自治協議会の登録要件の７

項目の活動内容について確かに住

民の要望するものに対応するもの

ですが、特定非営利活動促進法（Ｎ

ＰＯ法）第２条別表のような｢子ど

もの健全育成｣「地域安全活動」｢人

権擁護｣「保健・医療又は福祉の増

進を図る活動」といった表現のほう

が具体的でわかりやすいと思いま

すが。 

特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）

第２条別表では１７項目が示されて

おり、具体的な表現となっています。 

本条例では「住民自治協議会」が

実施する活動として想定されるもの

を具体的な表現で列挙するには多種

多様となるため、ある程度集約し多

様な活動を包含できるような表現を

用い、先進事例などを参考としなが

ら、７項目として表現しています。 

 

無 

12 

第６条で「他の住民自治協議会の

活動と重複しないこと」とあります

が、「水系の環境保全」の場合、上

流・下流を合わせて活動する必要が

あるなどの場合はどのような対応

となりますか。 

住民自治協議会の活動範囲を越え

るものについては、住民自治協議会

同士が協議を行い、共に地域の課題

として位置づけることに合意し、役

割分担などを行い、活動を実施して

いくということで対応が可能と考え

無 



同じように祭礼に伴う伝統行事

の維持の場合、氏子・檀家の範囲が

重複する場合もあるかもしれませ

ん。 

 

ます。 

13 

第８条は行政の側からの登録の

取り消しを規定しておりますが、住

民の側からの申し出による登録抹

消の場合も考慮されておりますで

しょうか。 

役員等推進者が不在になってし

まったとか、活動が低迷してしまっ

たとか、他の住民自治協議会と併合

するとかという場合も想定されま

す。 

 

別に定める施行規則の中で、ご指

摘のような場合についても対応でき

るよう考慮しています。 

無 

14 

１１条・１２条の行政による相談

支援・助言においては、ワンストッ

プとなるよう市役所内の連絡・連携

体制を具体的に定めてください。 

各区事務所では「聞いていない」

「本庁でないとわからない」という

状況がありますが、地区担当職員が

速やかに判断できるよう庁内の意

思疎通システムを作る必要がある

と思います。 

市民活動推進課内に佐原、小見川、

山田、栗源の４箇所の「市民活動支

援センター」を設置し、住民自治協

議会からの活動等の問い合わせや相

談などに対応します。 

ご指摘のとおり「地区担当職員」

と「市民活動支援センター」との相

互の連携が重要と考えており、制度

の運用がスムーズに行えるよう努め

ます。 

 

無 

15 

本条例案は「住民自治協議会の設

立」に力点が置かれているように感

じます。地域における総合的な問題

の解決には、地縁を基礎にしたこの

様な組織活動が必要です。 

ただ大きな問題は、地域の担い手

が不足しており、自治会や地区社協

などの活動と推進者（役員）が、か

なり重複しているように感じます。 

役員に過重な負担がかからない

よう、出来る限り各活動主体の包括

化を進めていくことが望ましいと

思います。 

 

 ご指摘のとおり役員の負担の軽減

を図ることは重要であると考えてい

ます。 

「住民自治協議会」という新たな

仕組みを活用し、多様な活動を展開

していく中で、地域住民の活動への

理解や参加を広げていくことが、新

たな担い手を見出し、育成していく

機会になると考えています。 

無 

16 

集落・町内会といった地縁ではな

く、香取市全体をエリアとした、家

庭・個人にかかわる個別の具体的困

難を抱える当事者や、積極的な自己

実現の目標を持つ人たちが、一つの

テーマを持って集い、結果として住

みよい地域を作ることになる組織

今回の「まちづくり条例」では、

「住民自治協議会」の活動範囲につ

いて、小学校区という範囲の地縁に

着目し規定しているものです。 

ご意見は、小学校区を区割りとし

て「市民協働による住民自治の仕組

み」を全市的に展開していくという

無 



に対して、行政が財政的支援や相談

などの支援を行うことを定めた規

定を欲しています。 

 また、そのような団体において香

取市では当事者が少人数であって、

東総地区のような広いエリアでな

ければ活動できない団体への支援

を検討賜りたい。 

こうした活動に参加したくても

できない事情（保育や介護）などが

ある住民に対する支援などについ

ても、地域中核生活支援センターや

民間相談支援機関の活動を参考に、

規定を設けていただきたい。 

 

本条例の主旨とは異なるものと考え

ます。従いまして、ご意見のような

規定を設けることは馴染まないもの

と考えます。 

なお、今回いただいたようなご意

見があることは意識してまいりたい

と考えます。 

 

 

３．問合わせ先 

  香取市役所 企画財政部 企画政策課 

  TEL 0478－50－1206／FAX 0478－52－4566 

 

 


